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滝 沢 市 一 般 会 計 予 算 
 

 

  



（白紙） 



議案第 １ 号 

 

 

令 和 ５ 年 度 滝 沢 市 一 般 会 計 予 算 

 

 

 令和５年度滝沢市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 19,500,000 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212条第１項の規定による継続費の経費の総額及

び年割額は、「第２表継続費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000

千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

 

 

 

   令和５年２月２２日提出 

 

                         滝沢市長 武田 哲      
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第２表　継　続　費

（単位　千円）

款 項 事　業　名 総 　額 年　 度 年　割　額

令 和 5 年 度 21,185

令 和 6 年 度 95,337

令 和 5 年 度 100,000

令 和 6 年 度 100,000

第３表　債務負担行為

（単位　千円）

8 土木費 4 都市計画費 中心拠点商業地区開発事業 200,000

8 土木費 2 道路橋梁費
畜産試験場柳沢線道路改良舗装
事業

116,522

事　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　　　　度　　　　　額

自 令 和 5 年 度

至 令 和 6 年 度

自 令 和 5 年 度

至 令 和 8 年 度

自 令 和 5 年 度

至 令 和 8 年 度

自 令 和 5 年 度

至 令 和 10 年 度

自 令 和 5 年 度

至 令 和 10 年 度

自 令 和 5 年 度

至 令 和 8 年 度

自 令 和 5 年 度

至 令 和 8 年 度

自 令 和 5 年 度

以 降 当 分 の 間

自 令 和 5 年 度

以 降 当 分 の 間

自 令 和 5 年 度

至 令 和 8 年 度

水洗便所改造資金借受者に対する利子補給につ
いての債務負担

融資期間において融資した元本につ
いて期間融資残高に対し、年5.0％
以内で計算した額

水洗便所改造資金の金融機関融資に係る損失補
償額についての債務負担

水洗便所改造資金融資額に係る損失
額

岩手県信用保証協会の定める保証料
以内の額

中小企業振興資金及び岩手県小口事業資金の融
資に伴う保証料補給についての債務負担

中小企業振興資金の融資に伴う利子補給につい
ての債務負担

融資期間において融資した元本につ
いて期間融資残高に対し、年2.0％
以内で計算した額

滝沢市ホームページ管理システム更新委託料の
支払に必要とする経費についての債務負担

12,252

滝沢ふるさと交流館の管理運営費の支払に必要
とする経費についての債務負担

基本協定書に定める指定管理料の精
算の対象（光熱水費等）となる経費
の額

滝沢市交流拠点複合施設の管理運営費の支払に
必要とする経費についての債務負担

基本協定書に定める指定管理料の精
算の対象（光熱水費等）となる経費
の額

姥屋敷多目的研修センターの管理運営費の支払
に必要とする経費についての債務負担

基本協定書に定める指定管理料の精
算の対象（光熱水費等）となる経費
の額

滝沢市多目的研修センターの管理運営費の支払
に必要とする経費についての債務負担

基本協定書に定める指定管理料の精
算の対象（光熱水費等）となる経費
の額

滝沢総合公園の管理運営費の支払に必要とする
経費についての債務負担

基本協定書に定める指定管理料の精
算の対象（光熱水費等）となる経費
の額

滝沢市一般会計

－ 8 －



第４表　地　方　債

（単位　千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

臨 時 財 政 対 策 債 122,856

庁 舎 等 改 修 事 業 7,200

県 営 農 村 災 害
対 策 整 備 事 業

11,300

道 路 整 備 事 業 350,300

河 川 整 備 事 業 91,200

公 園 施 設 整 備 事 業 9,000

計 591,856

普通貸借又は
証券発行

年 3.5％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

政府資金については、その融資
条件により、銀行その他の場合
にはその債権者と協定するもの
による。ただし、市財政の都合
により据置期間及び償還期間を
変更し、又は繰上償還もしくは
借換えすることができる。

（単位　千円）

事　　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間 限　　　　　度　　　　　額

自 令 和 5 年 度

至 令 和 9 年 度

自 令 和 5 年 度

至 令 和 8 年 度

東日本大震災における被災者の住宅復興資金に
伴う利子補給についての債務負担

住宅の建設及び購入の資金を年2.0%
以内で計算した額

滝沢市体育施設の管理運営費の支払に必要とす
る経費についての債務負担

基本協定書に定める指定管理料の精
算の対象（光熱水費等）となる経費
の額

－ 9 －
滝沢市一般会計



（白紙） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝 沢 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 
 

  



（白紙） 



議案第 ２ 号 

 

 

令和５年度滝沢市国民健康保険特別会計予算 

 

 

 令和５年度滝沢市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,893,258 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、100,000 千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和５年２月２２日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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35,542

歳

1 国民健康保険

入

税 803,596 83

歳

9,138 △35,5

出

42

2

予

使用料及び手数料 30

算

1 301 0

歳

1 手数料 301 3

　

01 0

　

3 国庫支出金 1 1 0

　

1 国庫補

　

助金 1 1 0

入

4 県支出金 3,6

（

50,005 3,28

単

5,086 364,9

位

19

1

　

県補助金 3,650,

千

004 3,285,0

円

85 364,919

）

2 財政安

款

定化基金交付金 1 1 0

項

5 財産

本

収入 1 1 0

年

1 財産運用収入 1

度

1 0

6

予

繰入金 427,846

算

451,266 △23

額

,420

前

1 他会計繰入金 39

年

8,647 390,0

度

91 8,556

予

2 基金繰入金

算

29,199 61,1

額

75 △31,976

比

7 繰越金

較

1 1 0

増

1 繰越金 1 1 0

減

8 諸収入 11

(

,507 11,507

△

0

延滞

)

金、加算金及び過
1 1

滝

1,503 11,50

沢

3 0
料

市

2 預金利子 1 1 0

国

3 雑入 3 3

民

0

歳　

健

　　入　　　合　　　

康

計 4,893,258

保

4,587,301 3

険

05,957

特別会計

－ 12 －

第

1 国民

１

健康保険税 803,5

表

96 839,138 △



　

理費 65,779 68

　

,415 △2,636

出

2 徴収

（

費 6,202 6,56

単

0 △358

位

3 運営協議会費 2

　

30 230 0

千

2 保険給付費 3

円

,600,879 3,

）

239,888 360

款

,991

項

1 療養諸費 3,14

本

4,961 2,826

年

,200 318,76

度

1

2 高

予

額療養費 440,35

算

2 400,172 40

額

,180

前

3 移送費 10 10 0

年

4 出産

度

育児諸費 12,506

予

10,506 2,00

算

0

5 葬

額

祭諸費 2,250 2,

比

400 △150

較

6 傷病手当金

増

800 600 200

減

国民健康

(

保険事業費納
3 1,1

△

18,164 1,17

)

1,558 △53,3

滝

94
付金

沢

1 医療給付費分 72

市

7,736 800,6

国

31 △72,895

民

2 後期高

健

齢者支援金等分 296

康

,553 280,07

保

5 16,478

険

3 介護納付金

特

分 93,875 90,

別

852 3,023

会

4 共同事業

計

拠出金 1 2 △1

－

1 共同事業拠

 

出金 1 2 △1

1

5 保健事業費 6

3

7,709 66,35

 

4 1,355

－

1 保健事業費 14,890 16,072 △1,182

2 特定健康診査等事業費 52,819 50,282 2,537

6 基金積立金 1 1 0

1

1 基金積立

総

金 1 1 0

務

7 公債費 10 10 0

歳

費

1 公債

7

費 10 10 0

2,211 75,

　

205 △2,994

　

1 総務管



　

4,282 0

千

2 繰出金 1 1 0

円

9 予備

）

費 30,000 30,

款

000 0

項

1 予備費 30,00

本

0 30,000 0

年

歳　　　出

度

　　　合　　　計 4,

予

893,258 4,5

算

87,301 305,

額

957

前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市国民健康保険特別会計

－ 14 －

8 諸支出金 4,28

（

3 4,283 0

単

1 償還金及び

位

還付加算金 4,282



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝沢市後期高齢者医療特別会計予算 
 

  



（白紙） 



議案第 ３ 号 

 

 

令和５年度滝沢市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 令和５年度滝沢市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 507,487千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和５年２月２２日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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028 △26,867

歳

1 後期

入

高齢者医療保険料 38

歳

2,161 409,0

出

28 △26,867

予

2 使用料

算

及び手数料 61 61 0

歳

1 手数

　

料 61 61 0

　

3 繰入金 124

　

,227 128,65

　

1 △4,424

入

1 一般会計繰

（

入金 124,227 1

単

28,651 △4,4

位

24

4

　

繰越金 1 1 0

千

1 繰越金 1 1 0

円

5 諸収

）

入 1,037 461 5

款

76

延

項

滞金、加算金及び過
1

本

30 30 0
料

年

2 償還金及び還

度

付加算金 1,006 4

予

30 576

算

3 雑入 1 1 0

額

歳　　　入

前

　　　合　　　計 50

年

7,487 538,2

度

02 △30,715

予算額 比較増減(△)

滝沢市後期高齢者医療特別会計

－ 16 

第

－

1 後

１

期高齢者医療保険料 3

表

82,161 409,



　

11,874 11,3

　

97 477

出

後期高齢者医療広

（

域連
2 495,182

単

526,374 △31

位

,192
合納付金

　

後期高齢者

千

医療広域連
1 495,

円

182 526,374

）

△31,192
合納付

款

金

3 諸

項

支出金 431 431 0

本

1 償還

年

金及び還付加算金 43

度

0 430 0

予

2 繰出金 1 1 0

算

歳　　　

額

出　　　合　　　計 5

前

07,487 538,

年

202 △30,715

度予算額 比較増減(△)

滝沢市後期高齢者医療特別会計

－ 17 －

1 総

歳

務費 11,874 11

　

,397 477

　

1 総務管理費



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝 沢 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 
 

 

  



 



議案第 ４ 号 

 

 

令和５年度滝沢市介護保険特別会計予算 

 

 

 令和５年度滝沢市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,195,566 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、100,000 千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 (2) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和５年２月２２日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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867

歳

1 介護保険料 1,02

入

8,088 1,016

歳

,221 11,867

出

2 分担

予

金及び負担金 3,64

算

8 3,528 120

歳

1 負担金

　

3,648 3,528

　

120

　

3 使用料及び手数料 1

　

31 131 0

入

1 手数料 131

（

131 0

単

4 国庫支出金 762

位

,096 753,40

　

7 8,689

千

1 国庫負担金 6

円

92,450 678,

）

931 13,519

款

2 国庫補

項

助金 69,646 74

本

,476 △4,830

年

5 支払

度

基金交付金 1,075

予

,646 1,056,

算

806 18,840

額

1 支払基

前

金交付金 1,075,

年

646 1,056,8

度

06 18,840

予

6 県支出金

算

596,148 586

額

,823 9,325

比

1 県負担

較

金 564,791 55

増

3,764 11,02

減

7

2 県

(

補助金 31,357 3

△

3,059 △1,70

)

2

7 財

滝

産収入 1 1 0

沢

1 財産運用収入

市

1 1 0

介

8 繰入金 729,74

護

4 697,581 32

保

,163

険

1 一般会計繰入金 6

特

87,374 662,

別

277 25,097

会

2 基金繰

計

入金 42,370 35

－

,304 7,066

 

9 繰越金

2

1 1 0

0

1 繰越金 1 1 0

 

10 諸収入 6

－

3 115 △52

延滞金、加算金及び過
1 50 50 0

第

料

2 預金利子 1 1 0

1 保険料 1

１

,028,088 1,

表

016,221 11,



　

,114,614 80

千

,952

円）

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市介護保険特別会計

－ 21 －

3 雑入 12 64 △52

（

歳　　

単

　入　　　合　　　計

位

4,195,566 4



　

費 53,823 42,

　

844 10,979

出

2 徴収費

（

10,333 10,2

単

81 52

位

3 介護認定審査会費

　

39,114 38,4

千

30 684

円

4 趣旨普及費 26

）

4 269 △5

款

2 保険給付費 3

項

,868,438 3,

本

792,911 75,

年

527

度

1 介護サービス諸費 3

予

,570,527 3,

算

476,609 93,

額

918

前

2 介護予防サービス諸

年

費 86,153 80,

度

276 5,877

予

3 その他諸

算

費 3,745 3,29

額

6 449

比

4 高額介護サービス

較

諸費 94,798 90

増

,238 4,560

減

特定入所

(

者介護サ－ビ
5 102

△

,373 132,11

)

6 △29,743
ス等

滝

費

高額

沢

医療合算介護サー
6 1

市

0,842 10,37

介

6 466
ビス費

護

3 地域支援事

保

業費 222,888 2

険

29,174 △6,2

特

86

介

別

護予防・生活支援サ
1

会

120,215 126

計

,253 △6,038

－

ービス事業費

 

包括的支援事業

2

・任意
2 102,38

2

5 102,638 △2

 

53
事業費

－

3 その他諸費 288 283 5

4 基金積立金 1 1 0

1 基金積立金 1 1 0

5 公債費 1 1 0

1 公債費 1 1 0

1

6 諸支出金 704

総

703 1

務

1 償還金及び還付加

費

算金 703 702 1

1

2 繰出金

歳

0

1 1 0

3

歳　　　出　　　合　

,

　　計 4,195,5

5

66 4,114,61

3

4 80,952

4 91,8

　

24 11,710

　

1 総務管理



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝 沢 市 介 護 保 険 介 護 サ ー ビ ス 

事 業 特 別 会 計 予 算 
 

 

 



 



議案第 ５ 号 

 

 

   令和５年度滝沢市介護保険介護サービス事業 
   特別会計予算 
 

 

 令和５年度滝沢市の介護保険介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,499千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和５年２月２２日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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289

歳

1 予防給付費収入 8,

入

358 8,069 28

歳

9

2 繰

出

入金 138 210 △7

予

2

1 一

算

般会計繰入金 138 2

歳

10 △72

　

3 繰越金 1 1 0

　

1 繰越金

　

1 1 0

　

4 諸収入 2 2 0

入

1 預金利子 1

（

1 0

2

単

雑入 1 1 0

位

歳　　　入　　　

　

合　　　計 8,499

千

8,282 217

円）

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市介護保険介護サービス事業特別会計

第
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１

1 サービス収入

表

8,358 8,069



　

予防支援事業費 8,4

　

98 8,281 217

出

2 諸支

（

出金 1 1 0

単

1 繰出金 1 1 0

位

歳　　　

　

出　　　合　　　計 8

千

,499 8,282 2

円

17

）

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市介護保険介護サービス事業特別会計
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歳

1 事業費 8,4

　

98 8,281 217

　

1 介護


